
証券コード：8115

2024年６月５日

株 主 各 位
京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

代 表 取 締 役
社 長
執 行 役 員

鎌 田 　 尚

ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますよう

お願い申しあげます。

第83回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第83回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト　https://www.moonbat.co.jp
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総

会」「2024年」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ム

ーンバット」又は「コード」に当社証券コード「8115（半角）」を入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年６月26日（水曜日）午後６
時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

ムーンバットビル　２階ホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 (1)第83期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委
員会の連結計算書類監査結果報告の件

(2)第83期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

第３号議案

第４号議案

監査等委員である取締役３名選任の件

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に対する賛

否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして

取り扱わせていただきます。

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁に記載のインターネット上の当
社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の
事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律電子提供措置
事項を記載した書面をお送りいたします。
電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規

定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
なお、監査等委員会及び会計監査人は、次の事項を含む監査対象書類を監査

しております。
①事業報告の｢業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況｣
②連結計算書類の｢連結株主資本等変動計算書｣｢連結注記表｣
③計算書類の｢株主資本等変動計算書｣｢個別注記表｣
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（ 2023年４月１日から
2024年３月31日まで ）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、資源価格の上昇、為替相場の円安

の進行、物価の上昇、地政学的リスクの高まり等複合的な不確実性はあるも

のの、新型コロナウイルス感染症の沈静化により、経済活動の活性化が進

み、企業業績と雇用・所得環境の改善から、緩やかな回復基調にあります。

服飾雑貨業界におきましても、継続的な原材料価格の上昇に加え円安の進

行による仕入価格の上昇はあったものの、新型コロナウイルス感染症の沈静

化により人流が回復し、個人消費が堅調に推移し、インバウンド消費も伸長

していることから、百貨店・専門店を中心とした各販路の販売は好調に推移

し、市況は回復傾向にあります。

こうした状況の下、当社グループにおいては、人流の回復に伴い各商業施

設の集客が増加し、また、猛暑のプラス影響が、暖冬のマイナス影響を上回

り、季節商材を中心に各販路における販売が好調に推移したことから、売上

高は前連結会計年度を上回りました。継続的な原材料価格の上昇に加え円安

の進行による仕入価格の上昇はあったものの、各販路に対する最適な商品配

置による効率的な仕入販売に加え、商品価格の一部見直し、プロパー販売の

促進等が奏功し、売上総利益及び売上総利益率も前連結会計年度を大幅に上

回りました。

当期が最終年度となる第１次中期経営計画に基づく経営方針より、引き続

き成長領域である専門店等の販路拡大、Ｅコマース事業及び直営店事業であ

る「+moonbat」（プラスムーンバット）等の小売事業の強化を推進し、継続

的な新規商品の仕入の抑制による在庫圧縮、構造改革による販売管理費等の

適正化に努めた結果、損益面も売上増加に伴う販売関連経費の増加を吸収し

計画を大幅に上回りました。

その結果、連結売上高は106億10百万円（前年同期比10.7％増）、連結営

業利益は４億34百万円（前年同期比281.3%増)、連結経常利益は４億88百万

円（前年同期比177.1%増）となりました。特別損失として、上述の第１次中

期経営計画の構造改革推進による物流部門の見直し計画に基づき、事業構造

改善費用として80百万円計上し、また、当連結会計年度及び今後の業績動向

を勘案し、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、当連結

会計年度に繰延税金資産を計上し、法人税等調整額(益)が２億６百万円とな

ったことから、親会社株主に帰属する当期純利益は５億45百万円（前年同期

比287.9%増）となりました。
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なお、商品部門別の状況は次のとおりであります。

(洋 傘 部 門)

当連結会計年度の売上高は、57億46百万円、前年同期比10.5％増収となり

ました。

洋傘部門につきましては、商業施設の集客の増加に伴い、雨傘を含めたレ

イングッズの展開、販売が好調に推移しました。また、猛暑の影響によりパ

ラソルマーケットが活況を呈したこと、専門店マーケットへの商品開発、マ

ーケティング等のアプローチの強化も奏功し、売上高は前年同期を大きく上

回りました。

(洋 品 部 門)

当連結会計年度の売上高は、19億61百万円、前年同期比10.1％増収となり

ました。

洋品部門につきましては、暖冬の影響もあり、秋冬物の販売が伸び悩んだ

ものの、消費者ニーズにきめ細かく対応し、一部ブランドを中心にインバウ

ンド消費の取り込みにも成功したことから、売上高は前年同期を上回りまし

た。

(帽 子 部 門)

当連結会計年度の売上高は、22億40百万円、前年同期比19.4％増収となり

ました。

帽子部門につきましては、商業施設の集客の増加、気温が高めに推移した

こともあり、各販路において販売が好調に推移し、インバウンドを中心とし

た一部ブランド品の人気も維持していることから、売上高は前年同期を大幅

に上回りました。

(毛皮・宝飾品部門)

当連結会計年度の売上高は、６億62百万円、前年同期比8.0％減収となり

ました。

衣服装飾品（毛皮・宝飾部門）につきましては、富裕層のレジャー消費等

の活発化により当社商品の引き合いが減少し、また、暖冬の影響により、秋

冬商戦も苦戦したことから、毛皮リフォーム･リメイク等のサステナブルな

提案、百貨店外商ルートの活用及び催事展開も注力したものの、売上高は前

年同期を下回りました。
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区 分

第82期
（2023年３月期）

第83期
（当連結会計年度）
（2024年３月期）

前連結会計年度比

金 額 構成比 金 額 構成比 増 減 額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

洋 傘 部 門 5,202,296 54.3 5,746,484 54.2 544,188 10.5

洋 品 部 門 1,781,679 18.6 1,961,068 18.5 179,388 10.1

帽 子 部 門 1,877,022 19.6 2,240,392 21.1 363,369 19.4

毛皮・宝飾品部門 719,672 7.5 662,068 6.2 △57,603 △8.0

合 計 9,580,670 100.0 10,610,014 100.0 1,029,343 10.7

事業区分別売上高

(2）設備投資等の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は１億92百万円でありま

す。その主なものは、資産除去債務の計上89百万円及び直営店舗展開に伴う

造作42百万円等であります。

(3）資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達につきましては、特筆すべき事項はござ

いませんでした。

なお、当連結会計年度末の借入金の残高は23億69百万円となり、前連結会

計年度末に比較して５億78百万円減少いたしました。

(4）対処すべき課題

資源価格の上昇、為替相場の円安の進行等の影響は引き続き受けるもの

の、緩和的な金融政策や好調な企業業績に支えられ、勤労者所得の改善、旺

盛なインバウンド需要が見込まれることから、国内経済は、緩やかな回復基

調が続くものと予想しております。

このような情勢の中、当社グループは2024年５月策定の｢第２次中期経営

計画｣において、成長戦略として、｢専門店マーケットへの商品開発及びマー

ケティングの強化｣、｢直営店・小売事業の拡大に向けた新たな店舗戦略の展

開」、｢Ｅコマース事業の更なる拡大｣、｢国内外の新規販路開拓｣の4つの施

策を掲げております。また、その前提として、自社ブランドの育成・確立、

人材投資の積極化による採算性、生産性の向上を目指し、各販路に対する最

適な商品・人的配置、リスクとコストを意識したサプライチェーンの再構築

と適時適切な仕入販売コントロールによる在庫の最適化、DX(デジタルトラ

ンスフォーメーション)の高度化・活用を含めた販売管理費のコントロール

を実行し、次期中期経営計画での更なる飛躍を目指します。
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区　　　分
第80期

(2021年３月期)
第81期

(2022年３月期)
第82期

(2023年３月期)

第83期
(当連結会計年度)

(2024年３月期)

売 上 高 (百万円) 7,170 7,455 9,580 10,610

経常利益又は経常損失(△） (百万円) △607 △449 176 488

親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

(百万円) △1,858 △379 140 545

純 資 産 (百万円) 5,066 4,503 4,555 5,055

総 資 産 (百万円) 11,266 11,063 10,330 9,876

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

(円) △389.09 △79.52 29.98 119.26

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,061.14 944.77 987.73 1,113.78

(5）財産及び損益の状況の推移

(注) １．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数

(自己株式控除後)により、また１株当たり純資産額は、期末発行済株式数(自己株式

控除後)により算出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第81期

の期首から適用しており、第81期以降については、当該会計基準等を適用した後の

指標等となっております。

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ルナ株式会社 60,000千円 100.0% 毛皮・宝飾商品の企画販売

東京ファッションプランニング
株式会社

48,720千円 100.0% 物流業務受託事業・デザイン企画事業

株式会社グローリー 35,200千円 100.0% 洋傘・パラソル等の製造、加工、販売

エクセレントスタッフ株式会社 26,000千円 100.0% 販売業務の業務請負等

A.F.C. ASIA LIMITED 1,000千香港＄ 100.0% 貿易業

(6）重要な子会社等の状況

① 重要な子会社の状況

② その他

主要な技術提携先として、下記の各社との間に、商標使用権の取得及び

デザイン複製品の製造販売に関する契約を結んでおります。

ザ・ポロ・ローレン・カンパニー・エルピー（ポロラルフローレン）

伊藤忠商事株式会社（ランバン、フルラ）

三共生興株式会社（ダックス）

株式会社三陽商会（マッキントッシュ フィロソフィー）
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(7）主要な事業内容（2024年３月31日現在）

当社グループは、当社、子会社５社及び在外子会社A.F.C. ASIA LIMITED

が出資している子会社１社で構成され、洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾

品、帽子などのアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販

売等を主な事業内容としております。

ムーンバット株式会社 本社(京都市)・東京本部(東京都)・東京支店(東京都)・

京都支店(京都市)・福岡支店(福岡市)

ルナ株式会社 本社(東京都)

東京ファッションプランニング株式会社 本社(京都市)・東部物流センター(埼玉県上尾市)

株式会社グローリー 本社(京都府南丹市)

エクセレントスタッフ株式会社 本社(京都市)・東京支店(東京都)

A.F.C. ASIA LIMITED 本社(香港)・駐在員事務所(上海・厦門）

(8）主要な営業所及び工場（2024年３月31日現在）

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

175（370）名 ２（８）名

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

124（13）名 １（１）名 41.9歳 17.7年

(9）従業員の状況（2024年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員を記載しております。

２. パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員を記載しており、当社外への出向者は含んでおりません。

２. パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 521,350

株 式 会 社 京 都 銀 行 448,323

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 300,000

京 都 中 央 信 用 金 庫 300,000

(10）主要な借入先及び借入額（2024年３月31日現在）

－ 7 －



(1）発行可能株式総数 15,000,000株

(2）発行済株式の総数 4,539,078株(自己株式235,641株を除く)

(3）株主数 2,478名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

株 式 会 社 ニ ー ド 602 13.27

八 木 通 商 株 式 会 社 400 8.81

ム ー ン バ ッ ト 持 株 共 栄 会 293 6.47

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 227 5.00

河 野 正 行 210 4.63

株 式 会 社 京 都 銀 行 170 3.75

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 160 3.53

京 都 中 央 信 用 金 庫 146 3.23

ム ー ン バ ッ ト 役 員 持 株 会 139 3.06

岡 本 　 綠 115 2.55

２. 会社の株式に関する事項(2024年３月31日現在)

(4）大株主（上位10名）

(注) 持株比率は自己株式(235,641株)を控除して計算しております。

３. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はございません。
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会社における地位 氏 　 　 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
会 長 執 行 役 員

中 村 卓 司

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員

鎌 田 　 尚
事業本部長
事業本部　百貨店事業部長
事業本部　直営店開発事業部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員

山 本 　 聡
管理本部長
リスク管理・コンプライアンス担当
東京ファッションプランニング株式会社　代表取締役社長

取 締 役
執 行 役 員

籔 内 康 彦

経営企画・リスク管理室担当
品質管理室長
ルナ株式会社　取締役会長
エクセレントスタッフ株式会社　代表取締役社長

取 締 役
（監査等委員・常勤）

山 田 隆 二

取 締 役
（監査等委員）

郷 田 紀 明
郷田公認会計士事務所　代表
税理士法人朝日新和会計事務所　代表社員

取 締 役
（監査等委員）

安 川 文 夫 安川文夫公認会計士事務所　所長

４. 会社役員に関する事項

（1）取締役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１．2023年６月29日付で、中村卓司氏は代表取締役会長兼社長執行役員から代表取締役会

長執行役員に、鎌田尚氏は取締役副社長執行役員から代表取締役社長執行役員に就任

いたしました。

２．取締役（監査等委員）郷田紀明氏及び安川文夫氏は、社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員）の山田隆二氏及び郷田紀明氏、安川文夫氏は、以下のとおり、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役（監査等委員・常勤）山田隆二氏は、管理本部長、経営企画･リスク管理室

長を歴任しており、当社グループにおいての業務全般を熟知しております。

・取締役（監査等委員）郷田紀明氏及び安川文夫氏は、公認会計士及び税理士の資格を有

しております。

４．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高

め、監査・監督機能を強化するために、山田隆二氏を常勤の監査等委員として選定

しております。

５．当社は、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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（2）責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており

ます。

（3）取締役の報酬等

①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報
酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容にかかる決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決
定方針と整合していること、監査等委員会に事前説明し了承を受けている
ことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりで

す。
イ．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
として十分に機能するよう、株主価値と連動する報酬体系とし、個々の
取締役の報酬の決定に際しては各自の職責を踏まえた適正な水準とする
ことを基本方針とします。
具体的には、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基
本報酬としての固定報酬、退職慰労金相当額と、業績連動報酬等とで構
成し、監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬とし
ての固定報酬、退職慰労金相当額としています。

ロ．基本報酬に関する方針

当社の取締役の固定報酬と退職慰労金相当額は、月例の基本報酬とし、
役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的
に勘案して決定します。
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区　　分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取締役(監査等委員を除く。)

（うち社外取締役）

88

(－)

88

(－)

－

(－)

－

(－)

４

(－)

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

21

(10)

21

(10)

－

(－)

－

(－)

３

(２)

合　　　計

（うち社外役員）

109

(10)

109

(10)

－

(－)

－

(－)

７

(２)

ハ．業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、当社の業績向上及び持続的成長に向けて適切にイン
センティブを付与するため、前事業年度の売上高、売上総利益、営業利
益及び経常利益等の実績と、証券取引所にて開示した業績予想値の達成
状況をはじめ、その他の前事業年度の会社業績等を判断材料とし、そこ
に各取締役の担当事業の業績及び各自の功績を総合的に勘案して決定し
ます。
なお、報酬等の種類ごとの比率は、業績連動報酬等の変動により、構成
比率が変動します。

ニ．取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体
的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の
固定報酬額と退職慰労金相当額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえ
た賞与の評価配分とします。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役は原案を監査等委員会に事
前説明し、了承を受けた上で決定します。

②　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．当事業年度末現在の役員の員数は、取締役（監査等委員を除く。）４名、取締役（監

査等委員）３名（うち、社外取締役２名）であります。

２．取締役の金銭報酬の限度額は、2016年６月29日開催の第75回定時株主総会において、

取締役（監査等委員を除く。）６名について年額230百万円以内（ただし、使用人分

給与は含まない。）、取締役（監査等委員）３名について年額50百万円以内と決議し

ております。

３．取締役会は、代表取締役中村卓司氏、鎌田尚氏に対し監査等委員を除く各取締役の基

本報酬の額及び各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任

しております。委任した理由は、当社及び各取締役の担当部門の業績を勘案し、各取

締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。なお、当該権限

が適切に行使されるよう代表取締役は原案を監査等委員会に事前説明を行い、了承を

受けた上で決定しております。
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（4）社外役員に関する事項
①　取締役（監査等委員）郷田紀明
イ．郷田公認会計士事務所の代表及び税理士法人朝日新和会計事務所の代

表社員であります。なお、郷田公認会計士事務所と当社との間には特
別な関係はありません。また、税理士法人朝日新和会計事務所は、当
社の顧問税理士法人であります。

ロ．当事業年度に開催された取締役会10回のうち10回出席し、公認会計士
及び税理士としての知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査等委員会12回のうち12回出席し、
監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を
行っております。
当事業年度においては、事業運営全般、事業構造改革の進捗検証及び
役員報酬の決定について適宜、必要な提言をいただきました。

②　取締役（監査等委員）安川文夫
イ．安川文夫公認会計士事務所の所長であります。なお、同事務所と当社

との間には特別な関係はありません。
ロ．当事業年度に開催された取締役会10回のうち10回出席し、公認会計士

及び税理士としての知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査等委員会12回のうち12回出席し、
監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を
行っております。
当事業年度においては、事業運営全般、事業構造改革の進捗検証及び
役員報酬の決定について適宜、必要な提言をいただきました。

（5）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社及び当社子会社の取締役、及び執行役員を被保険者とする、
会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結していま
す。保険料は全額当社が負担しており、役員等がその職務の執行に起因して
保険期間中に損害賠償請求された場合（ただし、保険契約上で定められた免
責事由に該当するものを除きます。）の損害賠償金及び争訟費用等が当該保
険にて填補されます。
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支 払 額

公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬額 28,500千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額

28,500千円

５. 会計監査人の状況

(1）会計監査人の名称　　　　　太陽有限責任監査法人

(2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査等

委員会が同意した理由

① 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会

計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の

監査を受けております。

② 監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料

の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職

務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、こ

れらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意

しております。

(3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その他必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計

監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した

旨と解任の理由を報告いたします。

(4）会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項

金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要

①　処分対象

太陽有限責任監査法人
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②　処分内容

契約の新規の締結に関する業務の停止３ヶ月（2024年１月１日から同年

３月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社につい

て、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除

く。）

③　処分理由

他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公

認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽

のないものと証明したため。

６. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付

けた上で、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案

し、継続的・安定的な配当を行っていくことを基本方針としております。

この方針に基づき、剰余金の配当につきましては連結配当性向30％程度を目

処とし、継続的・安定的に実施できるよう目指しております。

今後も、中長期的な視点に立って、新事業の開発を含めた成長が見込まれる

分野に経営資源を投入することにより、持続的な成長と企業価値の向上並びに

株主価値の増大に努めてまいります。

なお、当期末配当につきましては、株主総会決議事項といたします。

当期の配当金につきましては、期末配当金を１株当たり20円とする予定であ

ります。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて

おります。

－ 14 －



（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額

（資産の部）

Ⅰ 流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

返 品 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

Ⅱ 固 定 資 産

１．有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

２．無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

借 地 権

リ ー ス 資 産

そ の 他

３．投資そ の他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

投 資 不 動 産

敷 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

6,036,607

1,044,841

1,745,524

2,571,241

4,069

51,097

434,247

39,245

59,181

95,159

△8,000

3,839,685

2,574,555

819,234

1,389

43,956

1,677,738

32,236

302,318

2,482

255,154

35,503

9,177

962,811

250,972

2,705

382,098

133,970

178,308

42,958

△28,201
　

（負債の部）

Ⅰ 流 動 負 債 4,272,195

支払手形及び買掛金 527,166

電 子 記 録 債 務 235,304

短 期 借 入 金 2,223,268

リ ー ス 債 務 64,403

未 払 金 138,255

未 払 費 用 89,190

未 払 法 人 税 等 63,523

未 払 消 費 税 等 53,315

賞 与 引 当 金 83,212

返 金 負 債 669,676

資 産 除 去 債 務 80,000

そ の 他 44,881

Ⅱ 固 定 負 債 548,570

長 期 借 入 金 146,405

リ ー ス 債 務 52,241

退職給付に係る負債 315,638

資 産 除 去 債 務 14,474

そ の 他 19,811

負 債 合 計 4,820,766

（純資産の部）

Ⅰ 株 主 資 本 4,912,303

１. 資 本 金 1,000,000

２. 資 本 剰 余 金 2,856,206

３. 利 益 剰 余 金 1,183,083

４. 自 己 株 式 △126,986

Ⅱ そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 143,224

１. その他有価証券評価差額金 78,050

２. 為 替 換 算 調 整 勘 定 54,669

３. 退職給付に係る調整累計額 10,504

純 資 産 合 計 5,055,527

資 産 合 計 9,876,293 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,876,293

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2023年４月１日から
2024年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 10,610,014

売 上 原 価 6,171,163

売 上 総 利 益 4,438,850

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,004,067

営 業 利 益 434,783

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,295

為 替 差 益 32,962

不 動 産 賃 貸 料 47,650

そ の 他 7,052 94,960

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,858

不 動 産 賃 貸 原 価 21,765

そ の 他 2,360 40,984

経 常 利 益 488,759

特 別 損 失

事 業 構 造 改 善 費 用 80,000 80,000

税金等調整前当期純利益 408,759

法人税、住民税及び事業税 70,130

法 人 税 等 調 整 額 △206,637 △136,507

当 期 純 利 益 545,266

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

－

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

545,266

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額

（資産の部）

Ⅰ 流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

返 品 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

Ⅱ 固 定 資 産

１．有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

２．無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

借 地 権

リ ー ス 資 産

そ の 他

３．投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

従 業 員 長 期 貸 付 金

投 資 不 動 産

敷 金

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

5,477,268

671,081

19,330

1,664,626

2,521,840

434,247

38,814

56,504

78,824

△8,000

4,270,804

2,526,661

807,413

554

1,131

0

42,976

1,657,018

17,567

299,303

2,482

8,381

252,889

35,503

46

1,444,839

250,972

492,158

2,705

395,507

133,970

29,197

167,272

950

△27,894
　

（負債の部）

Ⅰ 流 動 負 債 4,383,293

支 払 手 形 23,993

電 子 記 録 債 務 331,199

買 掛 金 457,781

短 期 借 入 金 2,335,000

１年内返済予定の長期借入金 23,268

リ ー ス 債 務 55,092

未 払 金 172,300

未 払 費 用 55,606

未 払 法 人 税 等 52,454

未 払 消 費 税 等 15,065

賞 与 引 当 金 73,000

返 金 負 債 669,676

資 産 除 去 債 務 80,000

そ の 他 38,856

Ⅱ 固 定 負 債 511,962

長 期 借 入 金 146,405

リ ー ス 債 務 46,680

退 職 給 付 引 当 金 284,591

資 産 除 去 債 務 14,474

そ の 他 19,811

負 債 合 計 4,895,256

（純資産の部）

Ⅰ 株 主 資 本 4,774,766

１. 資 本 金 1,000,000

２. 資 本 剰 余 金 2,854,377

資 本 準 備 金 250,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 2,604,377

３. 利 益 剰 余 金 1,047,375

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,047,375

圧 縮 記 帳 積 立 金 15,716

繰 越 利 益 剰 余 金 1,031,659

４. 自 己 株 式 △126,986

Ⅱ 評価・換算差額等 78,050

その他有価証券評価差額金 78,050

純 資 産 合 計 4,852,816

資 産 合 計 9,748,073 負債・純資産合計 9,748,073

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2023年４月１日から
2024年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,981,295

売 上 原 価 6,131,924

売 上 総 利 益 3,849,370

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,511,635

営 業 利 益 337,734

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 45,794

為 替 差 益 8,394

そ の 他 77,634 131,823

営 業 外 費 用

支 払 利 息 17,547

そ の 他 25,010 42,557

経 常 利 益 427,000

特 別 損 失

事 業 構 造 改 善 費 用 80,000 80,000

税 引 前 当 期 純 利 益 347,000

法人税、住民税及び事業税 45,410

法 人 税 等 調 整 額 △206,421 △161,010

当 期 純 利 益 508,011

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 古 田 賢 司 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 本 田 一 暁 ㊞

独立監査人の監査報告書
2024年５月13日

ムーンバット株式会社

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

名古屋事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ムーンバット株式会社の2023年４月

１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、ムーンバット株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は､｢連結計算書類の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び
連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 19 －



連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び
実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
以　上
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指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 古 田 賢 司 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 本 田 一 暁 ㊞

独立監査人の監査報告書
2024年５月13日

ムーンバット株式会社

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

名古屋事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ムーンバット株式会社の2023

年４月１日から2024年３月31日までの第83期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任

計算書類に係る会計監査報告
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がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以　上

－ 22 －



監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第83期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び

結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出

席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主

要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から、金融庁の行政処分を受

け業務改善計画を提出したとの報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書､株主資本等変動計算書及び個別注記

表）及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表､連結損益計算

書､連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました｡

２. 監査の結果

(1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認め

監査等委員会の監査報告
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ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

(3）連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

2024年５月13日

ムーンバット株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 山　田　隆　二 ㊞

監査等委員 郷　田　紀　明 ㊞

監査等委員 安　川　文　夫 ㊞

(注）監査等委員郷田紀明及び安川文夫は、会社法第２条第15号及び第331

条第６項に規定する社外取締役であります。
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付け

た上で、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、

継続的・安定的な配当を行っていくことを基本方針としております。

上記方針に基づき、第83期の期末配当につきましては、業績が堅調に推移し前

期を上回る増収・増益を達成できたことから、前期末配当より14円増配すること

とし、１株につき20円とさせていただきたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円といたします。

なお、この場合の配当総額は90,781,560円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日といたしたいと存じます。

候補者
番 号

ふ り が な

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株式の数

１

なか

中

 

　
むら

村

 

　
たか

卓

 

　
し

司

(1954年12月17日生)

再　任

2005年６月 株式会社三井住友銀行　大阪本店営業第一部長

2007年６月 エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社

執行役員　投資第二本部　副本部長

2008年10月 大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社

執行役員　事業投資第一部長

2010年５月 当社入社、専務執行役員　社長補佐

2010年６月 当社取締役

2010年10月 当社事業本部統括

2012年４月 当社代表取締役　社長執行役員

2015年６月 当社代表取締役　会長兼社長執行役員

2020年４月 当社事業本部長

2023年６月 当社代表取締役　会長執行役員（現任）
　

86,263株

〈取締役候補者とした理由〉
2010年に当社入社後、業務全般を経験し、2012年の代表取締役就任以降現在に至るま
で、12年にわたり当社の経営を牽引しており、豊富な経験と実績とともに優れた経営
執行能力を有しております。今後も当社における経営判断、監督の遂行及び当社グル
ープの統括が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本

議案について同じ。）４名全員が任期満了となります。

つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされましたが、

異議はございませんでした。取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株式の数

２

かま

鎌

 

　
だ

田

 

　

 

　

 

　
ひさし

尚

(1965年12月11日生)

再　任

1988年４月 当社入社

2004年４月 当社第二事業本部　洋傘事業部長

2012年２月 当社事業本部　副本部長

2013年10月 当社事業本部　洋品事業部長

2014年10月 当社事業本部　パラソル・洋傘事業部長

2016年６月 当社執行役員

2016年10月 当社事業本部　副本部長

2017年４月 当社事業本部　事業戦略部担当

2017年６月 当社取締役

2019年４月 当社事業本部　副本部長

当社事業本部　洋品事業部長

2020年４月 当社事業本部　百貨店事業部長

当社事業本部　直営店開発事業部長

2021年４月 当社常務執行役員

当社事業本部長(現任）

2022年６月 当社副社長執行役員

2023年６月 当社代表取締役　社長執行役員(現任)
　

16,176株

〈取締役候補者とした理由〉

2004年４月より洋傘事業部長、洋品事業部長、2017年４月より事業戦略部担当、百貨

店事業部長、直営店開発事業部長等を歴任し、当社グループにおける長年にわたる商

品開発・営業販売での業務執行を通じ豊富な経験と実績とともに優れた経営執行能力

を有しております。また、2023年６月の代表取締役就任以降、当社の経営を牽引して

おり、今後も当社における経営判断、監督の遂行及び当社グループの統括が期待でき

るため、引き続き取締役候補者といたしました。

３

やま

山
 

　
もと

本
 

　
 

　
 

　
さとし

聡

(1963年12月11日生)

再　任

2012年４月 株式会社三井住友銀行

姫路ビジネスサポートプラザ　部長

2014年４月 当社へ出向

当社管理本部　総務部ヘッド（兼）経理部ヘッド

2015年５月 当社入社

2018年７月 当社経営企画・リスク管理室長

当社品質管理室長

2019年４月 当社執行役員

2020年６月 当社管理本部長(現任)

当社リスク管理･コンプライアンス担当(現任)

2021年４月 当社常務執行役員（現任）

2022年６月 当社取締役（現任）

(重要な兼職の状況)

東京ファッションプランニング株式会社　代表取締役社長
　

11,652株

〈取締役候補者とした理由〉

2019年４月より当社関連会社の代表取締役社長として、物流･企画部門を統括し、ま

た、2020年６月より当社管理本部長として管理部門を統括しており豊富な知見や経験

を通じ、優れた経営執行能力を有しております。

今後も当社の管理部門を中心としたマネジメントに加え、経営の意思決定と監督の遂

行が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株式の数

４

はら

原
 

　
だ

田
 

　
たか

尚
 

　
ひろ

宏

(1970年７月25日生)

新　任

1994年４月 当社入社

2004年４月 当社第二事業本部　大阪営業１チーム１グループ　リーダ

ー

2013年２月 当社事業本部　大阪営業１チーム　チーフ

2017年４月 当社事業本部　大阪営業ヘッド　付ヘッド

2018年４月 当社事業本部　大阪支店長(兼）大阪営業ヘッド

2020年６月 当社執行役員(現任)

当社事業本部　百貨店事業部　東京支店長(現任)

2021年７月 当社事業本部　百貨店事業部　営業統括(現任)

2024年４月 当社事業本部　百貨店事業部長(現任）

当社事業本部　直営店開発事業部長(現任)
　

5,248株

〈取締役候補者とした理由〉

2018年４月より大阪支店長、東京支店長を歴任し、当社グループにおける長年にわた

る営業販売での業務執行を通じた豊富な経験と実績に加え、経営に関する見識を有し

ております。業務執行とともに経営の意思決定と監督の遂行が期待できるため、新た

に取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に起因して保険期

間中に損害賠償請求された場合（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当す

るものを除きます。）の損害賠償金及び争訟費用等が当該保険にて填補されます。各

候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められます。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株式の数

１

やま

山
 

　
だ

田
 

　
りゅう

隆
 

　
じ

二

(1962年３月30日生)

再　任

2004年８月 株式会社三井住友銀行　八王子法人営業部　部長

2005年10月 当社へ出向、当社経営企画室ヘッド

2006年10月 当社経営企画室長

2012年４月 当社執行役員　管理本部長

当社リスク管理・コンプライアンス担当

2013年４月 当社入社

2013年６月 当社取締役

2018年６月 当社常務執行役員

2020年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
　

12,622株

〈監査等委員である取締役候補者とした理由〉

当社グループにおいて豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。管理本

部長として管理部門を統括した経験より、その知見や見識、経験を活かすことによ

り、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できるため、引き続き監査等

委員である取締役候補者といたしました。

２

ごう

郷
 

　
だ

田
 

　
のり

紀
 

　
あき

明

(1940年11月３日生)

再　任

1969年７月 監査法人大和会計事務所入所

1970年７月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社

1988年５月 同監査法人代表社員

2006年６月 同監査法人退職

2006年７月 郷田公認会計士事務所開業　同事務所代表（現任）

2006年８月 朝日新和税理士法人(現税理士法人朝日新和会

計事務所)設立　同法人代表社員（現任）

2008年６月 当社監査役

2015年６月 当社取締役

2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(重要な兼職の状況）

郷田公認会計士事務所　代表

税理士法人朝日新和会計事務所　代表社員
　

12,349株

〈監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〉

公認会計士・税理士としての専門的見地から豊富な経験と経営に関する高い見識を有

しております。また、監査経験も豊富であり、その知見や見識、経験を活かすことに

より、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できるため、引き続き監査

等委員である社外取締役候補者といたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員が任期満了となり
ます。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じ

ます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株式の数

３

やす

安
 

　
かわ

川
 

　
ふみ

文
 

　
お

夫

(1948年７月10日生)

再　任

1975年９月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1999年８月 同監査法人代表社員

2011年６月 同監査法人退職

安川文夫公認会計士事務所開業

同事務所所長（現任）

2015年６月 当社監査役

2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(重要な兼職の状況）

安川文夫公認会計士事務所　所長
　

5,299株

〈監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〉

公認会計士・税理士としての専門的見地から豊富な経験と経営に関する高い見識を有

しております。また、監査経験も豊富であり、その知見や見識、経験を活かすことに

より､取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できるため、引き続き監査等

委員である社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．郷田紀明氏及び安川文夫氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

３．郷田紀明氏及び安川文夫氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります

が、それぞれの在任期間は、本総会終結の時をもって、郷田紀明氏が社外取締役とし

て９年、監査等委員である社外取締役として８年、安川文夫氏が監査等委員である社

外取締役として８年となります。なお、両氏は、過去に当社の監査役であったことが

あります。

４．当社は、郷田紀明氏及び安川文夫氏を東京証券取引所に独立役員として届け出てお

り、両氏が選任された場合は改めて両氏を独立役員として指定する予定であります。

５．当社は、郷田紀明氏及び安川文夫氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に

基づく賠償限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

両氏が選任された場合には、当社は両氏との間で同内容の契約を改めて締結する予定

であります。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に起因して保険期

間中に損害賠償請求された場合（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当す

るものを除きます。）の損害賠償金及び争訟費用等が当該保険にて填補されます。各

候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められます。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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会社経営

事業運営

営　　業

商品企画

国際経験

海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ

財　　務

会　　計

法　　　務

ガバナンス

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

リスク管理

人材開発

組織開発

中村　卓司 ● ● ● ● ●

鎌田　　尚 ● ● ● ●

山本　　聡 ● ● ● ●

原田　尚宏 ● ● ●

※１

山田　隆二
● ● ● ●

※１・※２

郷田　紀明
● ● ● ●

※１・※２

安川　文夫
● ● ● ●

【ご参考】

選任後の取締役の構成及びスキルマトリックス

第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成及び各取締役が

有する主なスキル・経験・知識は次のとおりであります。

（注）※１：監査等委員である取締役

※２：社外取締役
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ふ り が な

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株式の数

おとこ

男 　
ざわ

澤　
さい

才　
き

樹

(1962年10月15日生)

1996年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

中山慈夫法律事務所入所

2005年４月 中山・男澤法律事務所に改称（パートナー就任）

現在に至る

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2013年４月～2016年３月

　

0株

〈補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〉

長年にわたり弁護士として培われた高度な専門的知識を、監査等委員である社外取締役に就任

された場合に、当社の監査等に活かすことが期待できるため、引き続き補欠の監査等委員であ

る社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員であ

る社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

2022年６月29日開催の第81回定時株主総会において補欠の監査等委員である取

締役に選任された男澤才樹氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされており

ますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に

備え、改めて補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存

じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．男澤才樹氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

３．男澤才樹氏が、監査等委員である社外取締役に就任することとなった場合には、当社

は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償限度額は、同法

第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に起因して保険期

間中に損害賠償請求された場合（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当す

るものを除きます。）の損害賠償金及び争訟費用等が当該保険にて填補されます。男

澤才樹氏が監査等委員である社外取締役に就任することとなった場合、同氏は当該保

険契約の被保険者に含められます。また、当該保険契約は次回更新時においても同内

容での更新を予定しております。

以　上
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◎駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は
ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

株主総会会場ご案内図
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